
- 1 - 

議題（１）「合併に関する基本的な事項」について 

 
 

法による特例項目 

 

⑥「議会の議員の定数及び任期の取扱い」・・・ Ｐ ３ ～ 

 

 

⑦「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」 

・・・・・・・・・ Ｐ ６ ～ 

 

⑧「地方税の取扱い」  ・・・・・・・・・・ Ｐ ９ ～ 

 

 

⑩「一般職の職員の身分の取扱い」 ・・・・・ Ｐ１３～ 

 

 

⑫「地域審議会の取扱い」 ・・・・・・・・・ Ｐ１５～ 

 

 

その他 

 

 ⑭「一部事務組合等の取扱い」 ・・・・・・・ Ｐ２０～ 

 

 

 ⑰「町名・字名の取扱い」  ・・・・・・・・ Ｐ２８～ 
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参考 「合併に関する基本的な事項」の協議状況一覧表 

項  目  名 

第
３
回

第
４
回

第
５
回
以
降

協議結果等 

①合併の方式 ○  ○ 継続協議 

②合併の期日 ●   
平成１７年３月末までを

目途とする 

③新市の名称 ○  ○ 継続協議 

１

基

本

項

目 

④新市の事務所の位置 ●   長岡市内とする 

⑥議会の議員の定数及び任期の取扱い  ○   

⑦農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い  ○   

⑧地方税の取扱い  ○   

⑩一般職の職員の身分の取扱い  ○   

２

法

に

よ

る

特

例

項

目 
⑫地域審議会の取扱い  ○   

⑤財産の取扱い   ○  

⑨特別職の身分の取扱い   ○  

⑪組織機構及び支所の取扱い   ○  

⑬条例・規則等の取扱い   ○  

⑭一部事務組合等の取扱い  ○   

⑮使用料・手数料等の取扱い   ○  

⑯公共的団体等の取扱い   ○  

⑰町名・字名の取扱い  ○   

⑱各種団体への補助金・交付金の取扱い   ○  

３

そ

の

他 

⑲慣行の取扱い   ○  

○は協議中または協議予定の項目  ●は協議終了（法定協議会で再度協議するものも含む） 
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⑥「議会の議員の定数及び任期の取扱い」 

 

 
・資料１ 議員特例の図式（フロー図） 

 

・資料２ 県内の合併協議会における議員特例の採用状況 
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資料１ 議員特例の図式（フロー図） 

 

区  分 平成１２年国勢調査人口 特例定数 備 考 

長 岡 市 １９３，４１４ ３３ ※任期まで継続在職（３３人） 

見 附 市 ４３，５２０ ７ 

栃 尾 市 ２４，７０５ ４ 

中之島町 １２，８０４ ２ 

越 路 町 １４，２７１ ２ 

三 島 町 ７，６１８ １ 

山古志村 ２，２２２ １ 

小 国 町 ７，３８９ １ 

合  計 ３０５，９４３ ５１ 

※合併時に旧７市町村ごとの選挙

区を設け、左の特例定数で増員選挙

を実施（１８人） 

 

旧市町村ごとの特例定数＝ 

長岡市の定数×（編入される市町村

の人口／長岡市の人口） 

端数は四捨五入し、１未満は１とす

る 

新 設 合 併 編 入 合 併 

４年間 
９２人まで 
(法定定数の２倍の

範囲以内) 
 
設置選挙を行う 

編入先の残任期間
５１人 
 
増員選挙を行う 
（詳細は下表を参照） 

定
数
特
例 

原 
 

則 

基
本
項
目 

地方自治法 
第９１条第２項の規定
による定数の上限 

４６人 

仮に長岡市に編入の場合 

合併の方式 

在
任
特
例 

８市町村の議員の
合計数 １５９人
（条例定数の合計）

２年以内 
 
全ての議員が
在任する 

編入先の残任
期間 
全ての議員が
在任する 

※特例を必ず選択する必要はない。 

 ○長岡市に編入合併した場合の特例定数と選挙方法 
 

関係するすべての
議会議員は失職 
 
設置選挙を行う 
（定数は法定定数４６
人を超えない範囲で条
例で定める） 

編入する市町村の
議会議員以外はす
べて失職  
増員選挙を行う 
（定数は法定定数４６
人を超えない範囲で条
例で定める） 
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資料２ 県内の合併協議会における議員特例の採用状況 
合 
併 
の 
方 
式 

法 
定 
・ 
任 
意 

協議会名 構成市町村 合併期日
合計
議員
数 

議会議員 

合併
後の
法定
定数

北蒲原郡南部郷 
     合併協議会 

安田町、水原町、 
京ヶ瀬村、笹神村 H16.4.1 74

H16.10.31 まで 

在任特例 
（特例法第７条）適用 

26

東蒲原郡町村 
     合併協議会 

津川町、鹿瀬町、上川村、
三川村   58   22

北魚沼６か町村 
     合併協議会 

堀之内町､小出町､ 
湯之谷村､広神村、 
守門村、入広瀬村 

H16.11.1 98 H18.4.30 まで在任特例
（特例法第７条）適用 26

法
定 
 

佐渡市町村合併協議会 

両津市、相川町、佐和田町､
金井町、新穂村、畑野町、
真野町、小木町、羽茂町、
赤泊村 

H16.3.1 158 定数特例（６０人） 
（特例法第６条①）で設置選挙

30

分水･弥彦・寺泊 
   合併検討協議会 

分水町、弥彦村、寺泊町 
H17.3 末
まで 

54   26

南魚沼郡 
   任意合併協議会 

塩沢町、六日町、大和町 H16.11.1 66 在任特例 
（期間は法定協で決定） 30

十日町広域圏 
   合併任意協議会 

十日町市、川西町、中里村､
松代町、松之山町   88   30

新
設 

任
意 
 

糸西地域市町合併 
     任意協議会 

糸魚川市、能生町、青海町
H17.3 末
まで 

60   30

法
定 

新発田市・豊浦町 
     合併協議会 

新発田市、豊浦町 H15.7.7 48
在任特例 
（特例法第７条）適用 

（豊浦町議員） 
30

新発田市･紫雲寺町 
･加治川村 
   合併推進協議会 

新発田市、紫雲寺町、 
加治川村 

H17.１ 
を目途 

62   30

新潟地域 
   合併問題協議会 

新潟市、新津市、豊栄市、
白根市、小須戸町、亀田町､
横越町、西川町、潟東村、
味方村、月潟村、中之口村

H17.3 末
まで 

276
定数特例 
（特例法第６条②③） 

により増員選挙 
56

柏崎・刈羽地域 
   任意合併協議会 

柏崎市、高柳町、西山町、
刈羽村 

H17.3 末
まで 

80   30

編
入 

任
意 

上越地域法定 
  合併協議会準備会 
※協議状況は「上越地域 10

市町村任意合併協議会」での

確認事項を記載 

上越市、安塚町、浦川原村､
大島村、牧村、中郷村、 
板倉町、清里村、三和村、
名立町 

H17.1.1 166 法定協で検討 
（特例措置の方向） 

34

五泉市･村松町 
   任意合併協議会 

五泉市・村松町 H17.1.1 38   30

県央東部合併研究会 
三条市、燕市、田上町、 
栄町、下田村   108   34

三島郡３か町村 
   合併任意協議会 

与板町、和島村、出雲崎町   48   22

長岡地域 
   任意合併協議会 

長岡市、見附市、栃尾市、
中之島町、越路町、三島町､
山古志村、小国町 

H17.3 末
まで 

159   46

未
決
定 

任
意 

新井市・妙高高原町・ 
妙高村任意合併協議会 

新井市､妙高高原町､ 
妙高村 

H17.3 末

まで 
52   26
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⑦「農業委員会の委員の定数及び任期の取り扱い」 

 

 
・資料１ 農業委員会特例の体系図（フロー図） 

 
・資料２ 県内の合併協議会における農業委員特例の採用状況 
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資料１ 農業委員会特例の体系図（フロー図） 

１つの 
農業委員会 

2 以上の 
農業委員会 

従前の区域

ごとに設置 

従前の区域

と異なった

区域ごとに

設置 

選挙委員の定

数・任期は？ 
農業委員会

の数は？ 

原  則 

在任特例 

原  則 

特  例 

在任特例 

新：条例で定める定数、任期 3 年 
 
編：編入した市町村の従前定数及

び残任期間 

新：協議により 10～80 人の範囲、

合併後 1 年以内で在任 
 
編：編入した市町村の従前定数 

＋40 人を超えない範囲 
編入した市町村の従前委員

の残任期間 

新・編：委員会ごとに条例で定め

る定数、任期 3 年 
 

新・編：協議により委員会ごとに

10～80 人の範囲 
合併後 1 年以内在任 

新・編：従前の定数及び委員の残

任期間 

・特例を必ず選択する必要はありません。 

 ・合併に伴い、従前の委員が全て身分を失う場合は、新市設置の日から委員の

一般選挙までの間は農業委員会が存在しないため、農業委員会業務が執行で

きません。 

※8市町村が合併した場合は新市に2以上に

分けて置くことができます。 
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資料２ 県内の合併協議会のおける農業委員特例の採用状況  
合併 
の 

方式 

法定 
・ 

任意 
協  議  会  名 合併期日 協  議  結  果 

北蒲原郡南部郷 
合併協議会 

H16.4.1

・１農業委員会  
・在任特例（平成16年7月19日まで）  
・選挙委員30人  
・旧町村を区域とする 4 選挙区 

東蒲原郡町村 
    合併協議会 

  

北魚沼６か町村 
    合併協議会 

H16.11.1

・6 農業委員会（従前の区域ごと） 
・在任特例（平成 17 年 7 月 19 日まで） 
・選挙委員 30 人 

※選任委員は、3 農業協同組合、農業共済組合から
各１人とし、新市の議会が推薦する学識経験委員
５人を加え、３９人とする。 

・選挙区は設けない。 

法 
定 

佐渡市町村 
    合併協議会 

H16.3.1

・合併時は9農業委員会（従前の区域ごと） 
平成17年7月20日以降は1農業委員会   
※１農業委員会とする場合は、選挙委員数は 40 人
とし、現委員会の区域ごとに選挙区を設ける。 

分水・弥彦・寺泊 
  合併検討協議会 

H17.3末
まで 

 

南魚沼郡 
  任意合併協議会 

H16.11.1

・在任特例（平成17年7月19日まで） 
・選挙委員40人（塩沢町15人 ・六日町14人 ・大和
町11人） 
・選挙区は合併前の各町行政区域に設ける。 

十日町広域圏 
  合併任意協議会 

  

新 
設 
 

任 
意 

糸西地域市町 
  合併任意協議会 

H17.3 末
まで 

・在任特例（平成17年7月19日まで） 
・選任委員は、合併と同時に失職し、合併後速やかに

新市の市長が、平成17年7月19日までの任期とする
委員を選出する。  
平成 17 年 7 月 20 日以降については、農業委員会

を 1 つ設置し、選挙委員 25 名、選任委員 5 名（議
会 3 名、農協 1 名、共済 1 名）の 30 名とする。 

法 
定 

新発田市・豊浦町 
   合併協議会 

H15.7.7

豊浦町の農業委員会は、新発田市の農業委員会に統
合。 

豊浦町の選挙による委員は、新発田市の農業委員会
の委員の残任期間在任する。 

新発田市・紫雲寺町・
加治川村 
  合併推進協議会 

H17.1  

新潟地域 
  合併問題協議会 

H17.3 末
まで 

 

柏崎・刈羽地域 
  任意合併協議会 

H17.3 末
まで 

 

編 

入 

任 
意 

上越地域 10 市町村 
  任意合併協議会 

H17.1.1  



⑧「地方税の取扱い」

分科会名 項　目　名 調整方針案 調整方針案の詳細

税務・収納 　個人市町村民税 　合併後に統一する。

　（均等割の税率、非課税基準）

税務・収納 　法人市町村民税 　合併後に統一する。

　（法人税割の税率）

税務・収納 　都市計画税 　合併後に統一する。

　（課税の有無）

　任意協議会では、「税率」・「課税状況」が相違する上記の３点について、調整方針案を協議いただくものです。

　・資料１　調整方針案詳細（地方税の取扱い）

・市街化区域・市街化調整区域の線引きがされており都市計画税を課税している団体に
ついては、合併時に現在の課税している団体の制度に統合する。

・市街化区域・市街化調整区域の線引きがされているが、都市計画税を課税していない
団体については、５年間を限度として不均一課税を実施する。

・市街化区域・市街化調整区域の線引きが行われていない団体については、合併後に都
市計画区域の線引きの見直し等が行われた時点で課税を検討する。

・新市の人口規模による地方税法の標準税率、非課税基準とする。

・但し、長岡市以外の市町村については、５年間を限度として不均一課税を実施する。

・５市町の例により、制限税率を採用することに統合する。

・但し、標準税率採用町村については、５年間を限度として不均一課税を実施する。
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資料１　調整方針案詳細（地方税の取扱い） No.1

○個人市町村民税 データ基準日　平成１５年２月２０日

　①税率 2,500 円／年 　①税率 2,000 円／年 　①税率 2,000 円／年 　①税率 2,000 円／年 　①税率 2,000 円／年
　②非課税基準 315,000 円 　②非課税基準 280,000 円 　②非課税基準 280,000 円 　②非課税基準 280,000 円 　②非課税基準 280,000 円

　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円

○納税義務者
  ① 町内に住所を有する個人

  ② 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する

      個人で、町内に住所を有しない個人

○均等割
　①税率 2,000 円／年 　①税率 2,000 円／年 　①税率 2,000 円／年
　②非課税基準 280,000 円 　②非課税基準 280,000 円 　②非課税基準 280,000 円

（制度や調整の基本的考え方）

○所得割
　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円 　①非課税基準 350,000 円

○減免規定
 ①生活保護法の規定による保護を受ける者

 ②所得が皆無となり生活が著しく困難となった者

 ③学生及び生徒

 ④災害により著しく損害を受けた者

　①生活保護法の規定による保護を受ける者

  ③学生及び生徒

  ③学生及び生徒

    と認められる者

ると認める者

　①生活保護法の規定による保護を受ける者     が著しく困難となった者、又はこれに準ずる

  ②当該年において所得が皆無となったため生活

○納税義務者
  ① 村内に住所を有する個人

  ② 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する

○所得割

○均等割

      個人で、村内に住所を有しない個人

　均等割の非課税基準が、長岡市は
315,000円であるが、他の７市町村は
280,000円となっている。

 均等割の税率（税額）が、長岡市は
2,500円だが、他の７市町村は2,000円
となっている。

○均等割

  ②当該年において所得が皆無となったため生活

    が著しく困難となった者、又はこれに準ずる

    と認められる者

○減免規定
下記に該当する者のうち町長が減免の必要があ

  ① 町内に住所を有する個人…均等割＋所得割

  ② 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する

      個人で町内に住所を有しない者……均等割

○所得割

越路町

○納税義務者○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者

長岡市 見附市 栃尾市 中之島町

  ① 町内に住所を有する個人…均等割＋所得割

  ② 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する   ② 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する   ② 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する   ② 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する   ② 町内に事務所、事業所又は家屋敷を有する

  ① 市内に住所を有する個人…均等割＋所得割   ① 市内に住所を有する個人…均等割＋所得割   ① 市内に住所を有する個人…均等割＋所得割   ① 町内に住所を有する個人…均等割＋所得割

      個人で町内に住所を有しない者……均等割      個人で市内に住所を有しない者……均等割       個人で市内に住所を有しない者……均等割       個人で市内に住所を有しない者……均等割       個人で町内に住所を有しない者……均等割

○均等割○均等割 ○均等割 ○均等割 ○均等割

○所得割 ○所得割 ○所得割 ○所得割 ○所得割

○減免規定
 ①災害その他特別の事情により減免を必要と認 　①生活保護法の規定による保護を受ける者 　①生活保護法の規定による保護を受ける者 　①生活保護法の規定による保護を受ける者 　①生活保護法の規定による保護を受ける者

○減免規定 ○減免規定 ○減免規定 ○減免規定

  ②当該年において所得が皆無となったため生活

 ②生活保護法の規定による保護を受けるもの     が著しく困難となった者     が著しく困難となった者、又はこれに準ずる     が著しく困難となった者、又はこれに準ずる

 　める者   ②当該年において所得が皆無となったため生活   ②当該年において所得が皆無となったため生活

    が著しく困難となった者、又はこれに準ずる

  ②当該年において所得が皆無となったため生活

    と認められる者

 　が著しく困難となった者又はこれに準ずると認   ③学生及び生徒   ③学生及び生徒

 ③当該年において所得が皆無となったため生活   ③天災その他特別の事情がある場合

    める者

   められる者

 ④学生及び生徒   ④学生及び生徒

  ④災害その他特別の事情により減免を必要と認    困難となった者

合併後に統一する。

三島町 調整方針案

○納税義務者

○減免規定

    と認められる者

山古志村

  ③災害により財産上多額の損害を生活が著しく

    と認められる者

小国町 課　題

・個人市町村民税の均等割は、市町村の
住民に対し、均等の額によって広く負担
を求めようとするものであり、均一の課
税をすべきものである。

・但し、合併特例法第１０条によって５
年の範囲で、不均一課税することができ
る。

・標準税率、非課税基準は、人口規模ご
とに地方税法に規定されており、県内の
他の協議会もこれによっていることか
ら、地方税法の標準税率、非課税基準と
することが望ましい。

・新市の人口規模による地方税法の標準
税率、非課税基準とする。

　　但し、長岡市以外の市町村について
は５年間を限度として、不均一課税を実
施する。

１ 均等割の税率に相違点がある。

２ 均等割の非課税基準に相違点がある。
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資料１　調整方針案詳細（地方税の取扱い）

○法人市町村民税 データ基準日　平成１５年２月２０日

                    

    14.7% （制限税率）     14.7% （制限税率）     14.7% （制限税率）     12.3% （標準税率）     14.7% （制限税率）

・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁 ・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁 ・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁

・地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁 　による団体（収益事業を行っていない場合に限る。）  　による団体（収益事業を行っていない場合に限る。）  　による団体（収益事業を行っていない場合に限る。）  

　による団体（収益事業を行っていない場合に限る。）  ・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人 ・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人 ・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人

・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人   格の付与に関する法律第8条に規定する法人で   格の付与に関する法律第8条に規定する法人で   格の付与に関する法律第8条に規定する法人で

  格の付与に関する法律第8条に規定する法人で

○納税義務者
① 町内に事務所又は事業所を有する法人

        ・・・・・・均等割＋法人税割

② 町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに

   類する施設（以下、「寮等」という。）を有

   する法人で町内に事務所又は事業所を有しな

（制度や調整の基本的考え方）

○均等割

            
○法人税割

    14.7% （制限税率）     12.3% （標準税率）     12.3% （標準税率）

○減免規定
  ①民法第３４条の公益法人

  ③特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

  　法人（収益事業を行っていない場合に限る。）

　・税率が１２．３％（標準税率）
　　　　　　　　　　　（３町村）

　　　　長岡市、見附市、栃尾市、
　　　　越路町、三島町

① 町内に事務所又は事業所を有する法人

        ・・・・・・均等割＋法人税割

② 村内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類

   又は管理人めのあるもの　　・・・・均等割

  人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

   及び村内に事務所、事業所又は寮等を有する法

   めのあるもの・・・・均等割

  ①民法第３４条の公益法人

    める者

・民法第34条の公益法人

・民法第34条の公益法人

○減免規定

  ある政党又は政治団体

  ③災害その他特別の事情により減免を必要と認

○減免規定

No.2

  ある政党又は政治団体

標準税率 標準税率

○減免規定
・民法第34条の公益法人

  ある政党又は政治団体

  ②政党交付金の交付を受ける政党等に対する法

    人格の付与に関する法律第８条に規定する法

   人で ある政党又は政治団体

   法人で村内に事務所又は事業所を有しないもの

・災害その他特別の事情により減免を必要と認める者

○減免規定

　法人　（収益事業を行っていない場合に限る。）

○減免規定

○納税義務者

   等を有する法人でない社団又は財団で代表者

   しないもの及び町内に事務所、事業所又は寮

・民法第34条の公益法人

山古志村

        ・・・・・・均等割＋法人税割

① 村内に事務所又は事業所を有する法人

○納税義務者

小国町

　法人　（収益事業を行っていない場合に限る。）

○減免規定

　法人　（収益事業を行っていない場合に限る。）

・民法第34条の公益法人

課　題

１　法人税割の税率に相違点がある。
  

          民法第３４条の公益法人

  ②減免

    町長は次に該当する者のうち、必要と認める

  者に対して減免する。

○減免規定
  ①課税免除

    地縁団体、又はこれに類する団体については、

  収益事業を行っていない場合に限り非課税。

○法人税割

② 町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類

   する施設（以下、「寮等」という。）を有する

   法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの

   及び町内に事務所、事業所又は寮等を有する法

  人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

   めのあるもの・・・・均等割

標準税率
○均等割

   めのあるもの・・・・均等割

   法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

        ・・・・・・均等割＋法人税割

   する施設（以下、「寮等」という。）を有する

  人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

○法人税割

○法人税割
標準税率

   する施設（以下、「寮等」という。）を有する

  ある政党又は政治団体 ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

調整方針案

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

○均等割

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

　法人　（収益事業を行っていない場合に限る。）

三島町

　法人　（収益事業を行っていない場合に限る。）

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する

○法人税割

○均等割

標準税率
○均等割

標準税率
○均等割

○法人税割

○均等割

○法人税割
標準税率

  人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定

   めのあるもの・・・・均等割    めのあるもの・・・・均等割    管理人の定めのあるもの　　・・・・均等割    めのあるもの・・・・均等割

  人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定   人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定    有する法人でない社団又は財団で代表者又は

   法人で町内に事務所又は事業所を有しないもの

   及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法    及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法    及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法    いもの及び町内に事務所、事業所又は寮等を    及び町内に事務所、事業所又は寮等を有する法

   法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの    法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの    する法人で町内に事務所又は事業所を有しな

② 町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類

   する施設（以下、「寮等」という。）を有する    する施設（以下、「寮等」という。）を有する    類する施設（以下、「寮等」という。）を有    する施設（以下、「寮等」という。）を有する

② 市内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類 ② 市内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類 ② 町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに

① 町内に事務所又は事業所を有する法人

② 市内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類

        ・・・・・・均等割＋法人税割    　   ・・・・・・均等割＋法人税割         ・・・・・・均等割＋法人税割         ・・・・・・均等割＋法人税割

① 市内に事務所又は事業所を有する法人 ① 市内に事務所又は事業所を有する法人 ① 市内に事務所又は事業所を有する法人 ① 町内に事務所又は事業所を有する法人

越路町

○納税義務者○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者

長岡市 見附市 栃尾市 中之島町

○均等割

○法人税割

　　但し、標準税率採用町村について
は、５年間を限度として不均一課税を実
施する。

・５市町の例により、制限税率を採用す
ることに統合する。

合併後に統一する。

　・税率が１４．７％（制限税率）
　　　　　　　　　　　（５市町）

・法人税割について、「制限税率」、
「標準税率」又はこの中間の税率のいず
れを採用するかは、各自治体に委ねら
れ、条例で定めることとされている。

・県内の状況を見ると、２０市では全て
「制限税率」を採用し、他の合併協議会
も「制限税率」の方向で検討している。

    人で ある政党又は政治団体

    人格の付与に関する法律第８条に規定する法

  ②政党交付金の交付を受ける政党等に対する法

・合併特例法第１０条によって５年の範
囲で、不均一課税とすることができる。

標準税率
　　　　中之島町、山古志村、小国町
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資料１　調整方針案詳細（地方税の取扱い） No.3

○都市計画税

○税率 0.2 ％ ○税率 0.2 ％ ○税率 0.2 ％

○納税義務者 ○納税義務者

○税率 0.2 ％

合併後に統一する。

 都市計画税を課するか否か、あるいは、その税率水準をど の程
度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応
じ、市町村の自主的判断（条例事項）に委ねられていることか
ら、次の区分により調整する。

１．長岡市、見附市、越路町、三島町については、市街化 区域・
市街化調整区域の線引きがされている団体であり、課税している
ので、条例を一元化し、合併時に現在の課税 している団体の制度
に統合する。

２．中之島町は、市街化区域・市街化調整区域の線引きがされて
いる団体であるが、課税していないので、合併時に現在の課税し
ている団体の制度に統合することから､次のとおり５年間を限度と
して不均一課税を実施する。ただし､合併後の都市計画事業等の行
政サービスとの整合を図ること から、不均一課税の期間は必要に
応じ見直すものとする。
   税率（案）
 1年目：0.03% 、2年目：0.06%、3年目：0.09%、4年目：0.12%、
 5年目：0.16%、6年目：0.2%（統一した税率）

３．栃尾市、山古志村、小国町については、当分の間現行どおり
とし、合併後に都市計画区域の線引き見直し等が行われた時点で
課税を検討する。

調整方針案小国町山古志村

　該当なし 　該当なし

課　題

   都市計画区域が設定されている団
体（課税 対象範囲）の中で、都市計
画税を課税している団体と課税してい
ない団体がある。（課税団体の税率は
0.2％で同一である。）

データ基準日  平成１５年２月２０日

三島町

○減免規定

・長岡市工場等誘致条例第4条の規定
により指定を受けた工場等の設置者に
対しては、当該設置者の申請により、
当該工場等の固定資産が事業の用に供
されることとなった日の属する年の翌
年度以後3ヵ年間都市計画税を免除。

○減免規定

　なし

○減免規定

長岡市 見附市 栃尾市 中之島町

○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者 ○納税義務者

　都市計画法第5条の規定に基づき設
けられた都市計画区域のうち、7条第1
項の規定に基づき線引きされ、市街化
区域となった区域内に所在する固定資
産（土地、家屋）の所有者

　都市計画法第５条の規定により指定
された都市計画区域のうち、同法第７
条第１項に規定する市街化区域内に所
在する固定資産（土地、家屋）の所有
者

○減免規定

○納税義務者

　都市計画法第5条の規定により指定
された都市計画区域のうち、市街化区
域内に所在する土地及び家屋の所有者

　（標準税率）

越路町

○納税義務者

　都市計画法第５条の規定により指定
された都市計画区域 のうち､市街化区
域内に所在する固定資産（土地、家
屋）の 所有者

　該当なし 　該当なし
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⑩「一般職の職員の身分の取扱い」 

 

 
（調整方針案） 

８市町村の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐも

のとする。 

なお、職員の任免、給与その他の身分の具体的な取扱いについて

は、合併までに引き続き分科会等において協議して行くものとする。 

 

 

・資料１ 「市町村の合併の特例に関する法律」の規定等  
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資料１ 「市町村の合併の特例に関する法律」の規定等 
 

○ 「市町村の合併の特例に関する法律」の規定 

 
（職員の身分取扱い） 
第９条 合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る

合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併関係市町村の職員としての身分

を保有するように措置しなければならない。 
２ 合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべ

てに通じて公正に処理しなければならない。 

 

 

○ 先進地の一般職の職員の身分の取扱いに関する協定事例 

区   分 
一般職の職員の身分の取扱い 

に関する協定内容 

新潟市 

（新潟市・黒埼町の合併） 

１ 黒埼町の定数内の職員は、すべて新潟市

の職員として引き継ぐものとする。 

２ 職員の任免、給与その他の身分の取扱い

については、新潟市の職員と不均衡が生じ

ないよう公正に取り扱うものとし、その細

目は、両市町の長が別に協議して定める。

潮来市 

（潮来町・牛堀町の合併） 

１ 牛堀町の一般職の職員は、すべて潮来町

の一般職員として引き継ぐものとする。 

２ 牛堀町の一般職の職員の給与、任用、配

置その他の身分取扱いについては、潮来町

の職員と均衡を失しないように公正に取

り扱うものとする。 

大船渡市 

（大船渡市・三陸町の合併） 

三陸町の一般職員は、すべて大船渡市の

職員として引き継ぐ。 

 職員の任免、給与その他の身分の取扱い

については、大船渡市の職員との均衡を考

慮して公正に取り扱うものとし、その細目

は、両市町の長が別に協議して定めるもの

とする。 

 定員適正化計画を策定し、定員管理の適

正化に努める。 
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⑫「地域審議会の取扱い」 

 
 

・資料１ 合併特例法による地域審議会の位置づけ 

 

・資料２ 県内の合併協議会における地域審議会設置の採用状況 

 

・資料３ 長岡地域市町村合併研究会での報告（報告書抜粋） 

 

・資料４ 新たな自治の仕組みの一例（イメージ図） 
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資料１ 合併特例法による地域審議会の位置づけ 
 

  合併をすると、行政区域の拡大により住民と行政の距離が大きくなることによっ

て、住民の意見が合併市町村の施策に反映できにくくなるという意見があり、この

ことが合併の阻害要因にもなってきました。このことに応じて、それぞれの地域の

実情に応じた施策の展開に対する意向表明の方法として、平成１１年の法改正によ

り地域審議会制度が設けられました。 

地域審議会は、合併関係市町村（旧市町村）の区域を単位として設けられ、合併

市町村の施策に関して合併市町村の長から諮問を受け、または必要に応じて長に

対して意見を述べることができる、合併市町村の附属機関です。したがって、２

つの合併関係市町村の区域を合わせて１つの地域審議会を置くことや１つの合併

関係市町村の区域を分割し複数の区域を設けて地域審議会を置くことはできませ

ん。 

また、地域審議会は、条例により設置することになりますが、その設置にあたっ

ては、合併前に合併関係市町村の協議により定めるものとし、合併関係市町村の

議会の議決を経なければなりません。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

地域審議会の設置は、必ず置かなければならないものでもなく、また、地域審議会

を置くこととなった市町村にあっても、すべての合併関係市町村の区域に置かなけれ

ばならないものでもありません。また、地域審議会は特例的な制度であることから、

合併関係市町村の協議において期限を定めて設置されることとされていますが、期限

を定めるにあたっては市町村建設計画の期間（例えば１０年）なども考慮されること

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

新Ｄ市 

合併前の市町村の協議により、合併前の市町村の区域を単位
として、必要な地域に審議会を設置することができる。 

◎目的   
○合併後も区域住民の声を施策に反映させ、 
 きめ細やかな行政サービスを実現 

◎役割  
 ○新市町村の関係区域に係る事務に関して 
  ・合併市町村の長の諮問に応じて審議する。 
     市町村建設計画の変更、執行状況、 

予算の執行等 
  ・合併市町村の長の必要と認める事項につ 
   き意見を述べる。 
     公共施設の設置・管理運営 
     福祉・廃棄物処理等の施策の基本的 
     な計画の策定・実施 等 

Ｂ審議会 
Ｃ審議会 

旧Ｂ町 
旧Ｃ村 

旧Ａ市 

想定される目的と役割（一般論） 
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資料２ 県内の合併協議会における地域審議会設置の採用状況 
合 
併 
の 
方 
式 

法 
定 
・ 
任 
意 

協議会名 構成市町村 
合併 

期日 
地域審議会の設置 

北蒲原郡南部郷 
     合併協議会 

安田町、水原町、 

京ヶ瀬村、笹神村 
H16.4.1 設置する 

東蒲原郡町村 
     合併協議会 

津川町、鹿瀬町、上川村、

三川村 
  

北魚沼６か町村 
     合併協議会 

堀之内町､小出町､ 

湯之谷村､広神村、 

守門村、入広瀬村 
H16.11.1   

法 
定 

佐渡市町村合併協議会 

両津市、相川町、佐和田町､

金井町、新穂村、畑野町、

真野町、小木町、羽茂町、

赤泊村 

H16.3.1 設置する 

分水･弥彦・寺泊 
   合併検討協議会 

分水町、弥彦村、寺泊町 
H17.3 末
まで 

  

南魚沼郡 
   任意合併協議会 

塩沢町、六日町、大和町 H16.11.1   

十日町広域圏 
   合併任意協議会 

十日町市、川西町、中里村､

松代町、松之山町 
    

新 

設 

任 
意 

糸西地域市町合併 
     任意協議会 

糸魚川市、能生町、青海町
H17.3 末
まで 

設置する 

法 
定 

新発田市・豊浦町 
     合併協議会 

新発田市、豊浦町 H15.7.7 自治法上の附属機関設置予定 

新発田市･紫雲寺町 
･加治川村 
   合併推進協議会 

新発田市、紫雲寺町、 

加治川村 

H17.１ 
を目途 

  

新潟地域 
   合併問題協議会 

新潟市、新津市、豊栄市、

白根市、小須戸町、亀田町､

横越町、西川町、潟東村、

味方村、月潟村、中之口村

H17.3 末
まで 

新潟市以外の 11 市町村に設置

柏崎・刈羽地域 
   任意合併協議会 

柏崎市、高柳町、西山町、

刈羽村 

H17.3 末
まで 

設置する（期間や組織は法定協

で検討） 

編 

入 任 
意 

上越地域法定 
  合併協議会準備会 
※協議状況は「上越地域 10 市

町村任意合併協議会」での確認

事項を記載 

上越市、安塚町、浦川原村､

大島村、牧村、中郷村、 

板倉町、清里村、三和村、

名立町 

H17.1.1 概ね 10 年間設置 

五泉市･村松町 
   任意合併協議会 

五泉市・村松町 
  

H17.1.1

  

  

県央東部合併研究会 
三条市、燕市、田上町、 

栄町、下田村 
    

三島郡３か町村 
   合併任意協議会 

与板町、和島村、出雲崎町     

長岡地域 
   任意合併協議会 

長岡市、見附市、栃尾市、

中之島町、越路町、三島町､

山古志村、小国町 

H17.3 末
まで 

首長間の研究会で設置方向確

認 

未

決

定 

任 
意 

新井市・妙高高原町・ 
妙高村任意合併協議会 

新井市､妙高高原町､ 

妙高村 

H17.3 末

まで 
  

 



- 18 - 

資料３ 長岡地域市町村合併研究会での報告（報告書抜粋） 
 

 

 

 

 
  
 
地域審議会とは、合併前の旧市町村区域ごとに設置し、新市の長の諮問により審議

又は必要な事項について意見を述べる附属機関です。 
合併後は、①地域住民の合意を形成する場として活用する、②単に地域の利害を表

明する場にしない、③審議内容等を情報公開し、住民の意見を集約できる仕組みとす

る、という考え方に基づいて地域審議会を設置し、活用します。 
なお、地域審議会での具体的な審議事項や権限については、今後の合併協議会で検

討することとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
        情報公開                  意見集約 
 
 
 
 
 
 
         諮 問                  意 見 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

各種団体 個  人 住民自治組織 

地域審議会 

住民代表等 学識経験者 
 

行 政 

(1)地域審議会の設置 

４７ 

８市町村長で作られた研究会で

地域審議会の設置を確認した 
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連

携 

意見具申 

資料４ 新たな自治の仕組みの一例（イメージ図） 
 
 

地域自主組織 

役 員 会 

総   会 

 
自

治

会

等

 
社会福祉協議会 
商工団体 
農事組合法人 
企業 
NPO 
郵便局 

など 

・事務の委託 
・財政支援 
・地域担当職員の派遣 

住
民
意
見
の
伝
達 

代
表
者
が
参
画 

小学校区、中学校区又は旧市町村単位 

・地域課題に対処する各種地域団体の取組みを総合調整 
・住民意見の集約と地域審議会への伝達 

（
組
織
内
分
権
） 

権
限
委
譲 

地域審議会 

（旧市町村単位） 
・住民意見の集約と市町村

への意見具申 

意
見
具
申 

諮 

問 

報  告 

支所（仮称） 

（旧市町村単位） 
・副市長 
・地域振興基金の設置 
 

合併市町村 

話し合いの場、活動の場づくり 

専門性を有する
テーマ型組織 

P 
T 
A 

婦

人

会

消

防

団

（ 住 民 ） 

な

ど 
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⑭「一部事務組合等の取扱い」 

 

 
（調整方針案） 

一部事務組合等の取扱いについては、住民生活への影響、

施設及び事務事業の効率的な運用・執行等を考慮して調整

する。 

なお、具体的な調整については、他地域を含めた合併の枠

組みが確定した段階で、関係市町村及び一部事務組合と協

議して決定する。 

 
 

・資料１ 一部事務組合等の調整方針案の概要 

 

・資料２ 調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） 



- 21 - 

資料１ 一部事務組合等の調整方針案の概要 

一部事務組合の名称 
（関係する任意協議会構成市町村） 

他の関係 

市町村 
調整方針案の概要 

・長岡地区衛生処理組合 

（長岡市、越路町、三島町）

なし 

・三島郡清掃センター組合 

（中之島町） 

与板町 
和島村 
出雲崎町 
寺泊町 

・小千谷地域広域事務組合 

（山古志村） 

小千谷市 
川口町 

ご
み
・
し
尿
関
係 

・新潟県柏崎地域広域事務組合

 （小国町） 

柏崎市 
高柳町 
刈羽村 
西山町 

・合併の効果を最大限に発揮する

ため、８市町村のごみとし尿を処

理するための一部事務組合は、す

べて解散・脱退する方向で調整す

る。 

斎
場
関
係 

・与板郷消防・斉場事務組合

（中之島町、三島町） 

与板町 
和島村 
出雲崎町 

・長岡市、見附市、栃尾市、小国

町の４箇所の斎場は、現行どおり

合併後も存続させる。ただし、与

板郷消防・斉場事務組合から中之

島町、三島町が脱退した場合や老

朽化の激しい施設対策として、施

設の建替えが必要である。 

・したがって、合併後、新市の建

設計画の中で引き続き検討して

いく必要がある。 

・与板郷消防・斉場事務組合

（中之島町、三島町） 

与板町 
和島村 

・小千谷地域広域事務組合 

（山古志村） 

小千谷市 
川口町 消

防
関
係 

・新潟県柏崎地域広域事務組合

（小国町） 

柏崎市 
高柳町 
刈羽村 
西山町 
出雲崎町 

・基本的には、一つの消防本部で

合併市町村全体を管轄区域とし

て運用するが、中之島町、三島町、

山古志村及び小国町については、

一部事務組合構成市町村と解散、

脱退、再編成等を協議しながら弾

力的に運用する。 
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一部事務組合の名称 
（関係する任意協議会構成市町村） 

他の関係 
市町村 

調整方針案の概要 

・与板町外２カ町村水道企業団 

（三島町） 

与板町 
和島村 

水
道
関
係 

・小国町越路町水道企業団 

（越路町、小国町） 

なし 
 

・三島町が関係する与板町外２カ

町村水道企業団の取扱いに関し

ては、今後、構成市町村である三

島町・与板町・和島村の協議によ

り方針を決定していく必要があ

るが、現時点において、供給形態

としては現行どおり合併後も新

市で企業団に加入する方式が、住

民への影響も少なく、また施設整

備等にかかる投資も少なく適当

であると考えられる。 

ガ
ス
関
係 

・三島町・与板町ガス企業団 

（三島町） 

与板町 ・現段階においては、構成市町村

である三島町と与板町において

今後の協議の方向が協議されて

いないため、今後の協議の推移を

見ながら方針を決定していく必

要がある。 

※今後個別の調整方針案を検討していく一部事務組合等 

区   分 一部事務組合の名称 構成市町村数

長岡地域広域行政組合  １３ 

長岡地区旧伝染病院管理組合  ２３ 

刈谷田川水防事務組合   ３ 

新潟県長岡栃尾三古立寺泊老人ホーム組合   ９ 

新潟県中越福祉事務組合   ８ 

三条・燕・西蒲・南蒲 

広域養護老人ホーム施設組合 
 １７ 

魚沼地区障害福祉組合  １７ 

広域的な組合 

新潟県柏崎地域広域事務組合（福祉関係）   ５ 

新潟県消防団員等公償組合   

新潟県町村人事事務組合  

新潟県町村職員退職手当組合  

新潟県自治会館管理組合  

全県的な組合 

新潟県交通災害共済組合  



資料２　調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） No.1

○ごみ・し尿関係

○長岡地区衛生処理組合 ○三島郡清掃センター組合 ○長岡地区衛生処理組合
構成団体 長岡市、越路町、三島町 構成団体 中之島町、与板町、和島村、構成団体 長岡市、越路町、三島町

出雲崎町、寺泊町
事業内容 ごみ及びし尿の共同処理 事業内容 ごみ及びし尿の共同処理 事業内容 ごみ及びし尿の共同処理
設 立 S46.7.1 設 立 S40.7.17 設 立 S46.7.1
事務所の位置 長岡市寿３-６-１ 事務所の位置 中之島町大字中条 事務所の位置 長岡市寿３-６-１

新田字川原1080
負担金割合(分賦金負担率) 負担金割合(分賦金負担率) 負担金割合(分賦金負担率)

H13.1.1 H13.1.1
市町名 人口割 均等割 人口 維持管理費 市町名 人口割 均等割 人口
長岡市 191,396 市町村名 投入割 投入割 均等割 長岡市 191,396
越路町 95% 5% 14,555 中之島町 越路町 95% 5% 14,555
三島町 7,520 与板町 三島町 7,520

寺泊町 100% 80% 20%
出雲崎町
和島村

維持管理費 H12.10.1
市町村名 投入割 人口割 均等割 人口
中之島町 12,804
与板町 7,493
寺泊町 100% 50% 50% 12,270
出雲崎町 5,814
和島村 4,954

○長岡地区衛生処理組合 ○小千谷地域広域事務組合 ○柏崎地域広域事務組合
構成団体 長岡市、越路町、三島町 構成団体 山古志村､小千谷市､川口町 構成団体 小国町、柏崎市、高柳町、

西山町、刈羽村
事業内容 ごみ及びし尿の共同処理 事業内容 ごみ及びし尿の共同処理 事業内容 し尿処理のみ共同処理
設 立 S46.7.1 設 立 S63.4.1 設 立
事務所の位置 長岡市寿３-６-１ 事務所の位置 小千谷市城内3-1-9事務所の位置 柏崎市

負担金割合(分賦金負担率) 負担金割合(分賦金負担率) 負担金割合
H13.1.1 H13.10.1

市町名 人口割 均等割 人口 市町村名 人口割 利用率割 人口
長岡市 191,396 山古志村 2,362
越路町 95% 5% 14,555 小千谷市 50% 50% 42,055
三島町 7,520 川口町 5,887

栃尾市

負  担  率

小国町

建設費(公債費)

課　題

中之島町

ごみ及びし尿処理場経費分担金

最終処分場経費分担金

建設費(公債費)

　現在､８市町村の枠組を超えたご
み、し尿の共同処理を行っているた
め､合併後も一部事務組合が残ること
となる｡

・長岡市、越路町、三島町は３市町で
ごみとし尿を広域処理している。

・中之島町は、与板町､寺泊町、和島
村、出雲崎町の５町村でごみとし尿を
広域処理している。

・山古志村は、小千谷市、川口町とで
ごみとし尿を広域処理している。

・小国町は、ごみは単独処理している
が、し尿は　柏崎市、高柳町、刈羽
村、西山町の５市町村で広域処理して
いる。

　三島郡清掃センター組合、小千谷地
域広域事務組合、柏崎地域広域事務組
合を構成する市町村間で取扱いを協議
する｡

　合併の効果を最大限に発揮するた
め、８市町村のごみとし尿を処理する
ための一部事務組合は、全て解散する
方向で調整する｡

負  担  率

データ基準日　　平成１３年３月３１日

調整方針案

越路町長岡市 見附市

負  担  率

山古志村三島町

負  担  率
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資料２　調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） No.2

○斎場関係

敷地面積 敷地面積 敷地面積 敷地面積

建物面積 建物面積 建物面積 延床面積

火葬炉数 火葬炉数 火葬炉数 火葬炉数

業務開始 業務開始 業務開始 汚物炉数

職　員 職　員 職　員 業務開始

職　員

敷地面積 敷地面積

延床面積 建物面積

火葬炉数 火葬炉数

汚物炉数 業務開始

業務開始 職　員

職　員

三島町

3,190㎡

 　斎場は、与板町に１箇所

○斎場　　　　2箇所

3,947㎡

556㎡

5基

4,192.73㎡

昭和42年2月1日

嘱託 ２名　臨時 ０名正規 ３名　臨時 １名 葬祭業組合（管理委託）

与板郷消防・斉場事務組合

昭和49年6月1日

正規 ２名　

○ 斎場   なし （長岡市に委託）

○斎場　　　　１箇所

3,190㎡570㎡

 　斎場は、与板町に１箇所

昭和36年3月24日昭和58年8月21日

3基 3基

279㎡152㎡

４基

４３３．９４㎡

越路町

○斎場　　　　１箇所 ○斎場　　　　１箇所 ○５町村で、一部事務組合を構成

長岡市 見附市 栃尾市 中之島町

1基

昭和49年6月1日

正規　２名　

 与板郷消防・斉場事務組合

 

山古志村 小国町 調整方針案課　題

279㎡

　長岡市、見附市、栃尾市、小国町の
4箇所の斎場は、現行どおり合併後も
存続させる。
　ただし、与板郷消防・斉場事務組合
から中之島町、三島町が脱退した場合
や老朽化の激しい施設対策として、施
設の建替えが必要である。
　したがって、合併後、新市の建設計
画の中で引き続き検討していく必要が
ある。

　・施設の老朽化
　　　※新たに建設する場合、
　　　　　　　設置場所、規模等
　
  ・一部事務組合との調整が必要
　　　与板郷消防・斉場事務組合に
　　加盟している中之島町、三島町
　　は、組合から脱退も検討しなけ
　　らばならないため、与板町、和
　　島村、出雲崎町との調整が必
　　要。

1基

151㎡

1,306㎡

昭和54年11月1日

無　 業務管理委託

　構成（中之島町、与板町、和島村
　　　　　　 　三島町、出雲崎町）

一部事務組合との協議が必要。○斎場　　　　１箇所○５町村で、一部事務組合を構成

1基

3基

データ基準日　　平成１５年２月６日

　構成（中之島町、与板町、和島村
　　　　　　　　三島町、出雲崎町）

　
　　〇　負担金の割合
　　〇　使用料
　　〇　施設を廃止し長岡地域に
　　　　委託の検討

※与板郷消防・斉場事務組合の
　抱える課題

　　　　　　　　　管理者　　区長
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資料２　調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） No.3

○消防関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　

　

　 　 　

　 　

データ基準日　平成１５年１月１日

２部２交替制
４週８休制
(当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

勤務形態

事務形態

勤務形態

事務形態

勤務形態

事務形態

与板郷消防・斎場事務組
合で処理
（事務組合は、消防の
他、斎場を共同処理）

事務形態 単独消防

与板郷消防・斎場事務組
合で処理
（事務組合は、消防の
他、斎場も共同処理）

２部２交替制
４週８休制
(当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

勤務形態

調整方針案

一部事務組合との協議が必要。
①中之島町、三島町、山古志村及
び小国町は、他市町村と消防及び
ごみ等の事務について一部事務組
合を構成しており、一部事務組合
構成市町村と解散、脱退､再編成等
の合意が必要である。

②１１９番通報及び出動指令等を
長岡市消防本部の指令室で行う場
合に、栃尾市及び山古志村・小国
町の一部区域の無線の受発信に支
障があること等から、消防緊急通
信指令設備及び無線設備等を整備
しなければならない。

①基本的には､一つの消防本部で合
併市町村全体を管轄区域として運
用するが、中之島町、三島町、山
古志村及び小国町については、一
部事務組合構成市町村と解散、脱
退、再編成等を協議しながら弾力
的に運用する。

②１１９番受信及び指令業務等は
消防緊急通信指令設備及び無線設
備等の整備が整うまで、現行どお
り分散方式とする。

③２部２交替制を採用している本
部が多いことから、合併時に長岡
市等が採用している２部２交替制
に統一する。

２部２交替制
４週８休制
(当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

事務形態

勤務形態

新潟県柏崎地域広域事務
組合で共同処理
（事務組合は、消防の
他、ごみ、し尿、養護老
人ホーム及び精神薄弱施
設を共同処理）

２部２交替制
４週８休制
(当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

小千谷地域広域事務組合
で共同処理
（事務組合は、消防の
他、ごみ及びし尿を共同
処理）

三島町 山古志村 小国町 課題

勤務形態

単独消防

3部制
3週６休制
(当非休サイクル、ただし
２１日間サイクルのうち
公休１日を勤める）

事務形態 単独消防

勤務形態

２部２交替制
４週８休制
（当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

長岡市に事務委託

越路町長岡市 見附市 栃尾市 中之島町

勤務形態

２部２交替制
４週８休制
(当非当非当非休休当非
当非休休サイクル）

事務形態事務形態
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資料２　調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） No.4

○上水道関係

　行政区域内人口 192,685 人 　行政区域内人口 44,512 人 　行政区域内人口 25,136 人 　行政区域内人口 12,937 人 　行政区域内人口 14,488 人
　給水区域内人口 192,743 人 　給水区域内人口 57,442 人 　給水区域内人口 21,492 人 　給水区域内人口 人 　給水区域内人口 9,134 人
　給水人口 192,571 人 　給水人口 57,384 人 　給水人口 20,930 人 　給水人口 人 　給水人口 9,134 人
　給水件数 70,089 戸 　給水件数 15,928 戸 　給水件数 6,798 戸 　給水件数 戸 　給水件数 2,735 戸
　給水能力 109,829 ㎥/日 　給水能力 47,000 ㎥/日 　給水能力 13,800 ㎥/日 　給水能力 ㎥/日 　給水能力 5,100 ㎥/日
　年間配水量 27,446,489 ㎥ 　年間配水量 8,836,230 ㎥ 　年間配水量 2,910,701 ㎥ 　年間配水量 ㎥ 　年間配水量 1,205,975 ㎥
　有収率 88.9 ％ 　有収率 92.5 ％ 　有収率 84.2 ％ 　有収率 0.0 ％ 　有収率 90.6 ％

  普及率 99.9 ％   普及率 99.9 ％   普及率 97.39 ％   普及率 ％   普及率 99.9 ％
  供給単価 156.28 円   供給単価 133.77 円   供給単価 181.18 円   供給単価 円   供給単価 137.7 円
  給水原価 161.73 円   給水原価 124.40 円   給水原価 156.73 円   給水原価 円   給水原価 114.95 円
  資本費 91.86 円   資本費 46.51 円   資本費 56.56 円   資本費 円   資本費 60.71 円
  職員数 97 人   職員数 24 人   職員数 15 人   職員数 人   職員数 2 人

  経営方式 　地方公営企業法適用   経営方式 　地方公営企業法適用   経営方式 　地方公営企業法適用   経営方式 　地方公営企業法適用

  主要職員 　①次長､課長､課長補佐   主要職員 　①局長、参事   主要職員 　①局長   主要職員 　課長、係長、主査
及び場長 　②次長、副参事

　②参事、副参事、主幹 　②次長、課長、副参事
及び副主幹

　行政区域内人口 7,506 人 　行政区域内人口 2,327 人 　行政区域内人口 7,366 人
　給水区域内人口 7,506 人 　給水区域内人口 2,146 人 　給水区域内人口 12,341 人
　給水人口 7,479 人 　給水人口 485 人 　給水人口 12,338 人
　給水件数 2,190 戸 　給水件数 172 戸 　給水件数 3,238 戸
　給水能力 3,500 ㎥/日 　給水能力 207 ㎥/日 　給水能力 6,000 ㎥/日
　年間配水量 907,529 ㎥ 　年間配水量 32,785 ㎥ 　年間配水量 1,698,946 ㎥
　有収率 82.1 ％ 　有収率 82.8 ％ 　有収率 86.9 ％

　＊行政区域内人口は、小国町分を記載

  普及率 99.64 ％   普及率 22.6 ％   普及率 99.97 ％
  供給単価 188.78 円   供給単価 255.79 円   供給単価 162.61 円
  給水原価 189.91 円   給水原価 1650.08 円   給水原価 150.51 円
  資本費 96.57 円   資本費 852.62 円   資本費 58.36 円
  職員数 11 人   職員数 4 人   職員数 6 人

  経営方式 　地方公営企業法適用   経営方式 　地方公営企業法非適用   経営方式 　地方公営企業法適用
（特別会計）

  主要職員 　事務局長   主要職員 　①課長（兼務）   主要職員 　事務局長、係長
　次長・課長 　②係長､主査､主事2人 　浄水主任、主事
　参事・副参事
　係長・主査・主事
　技師・主事補・技師補

山古志村 調整方針案

　三島町が関係する与板町外２ケ町村
水道企業団の取扱いに関しては、今
後、構成町村である三島町・与板町・
和島村の協議により方針を決定してい
く必要があるが、現時点において、供
給形態としては現行どおり合併後も新
市で企業団に加入する方式が、住民へ
の影響も少なく、また施設整備等にか
かる投資も少なく適当であると考え
る。

一部事務組合との協議が必要。【与板町外２ヶ町村水道企業団の取扱い】○給水状況
　
　三島町は与板町、和島村と水道企業
団を組織し運営しているが、合併に伴
い

 ①現在の企業団に引き続き加入する｡
 ②現在の企業団から脱退するが、現
 　企業団から受水する。
 ③現在の企業団から脱退し、新市が
 　給水する。

　の３方法が考えられるが、今後の企
業団のあり方について、企業団の構成
町村間で具体的な話合いが行われてい
ないため、今後協議していく必要があ
る。

【与板町外２ヶ町村水道企業団の取扱い】

○給水状況 ○給水状況

長岡市 見附市 栃尾市

三島町（企業団） 小国町越路町水道企業団

＊中之島町を含む。

○給水状況 ○給水状況 ○給水状況 ○給水状況

データ基準日　平成１５年２月５日

＊見附市より供給を受けているため見附市で回答

課題

越路町

○給水状況

中之島町

＊見附市より供給を受けている。
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資料２　調整方針案詳細（一部事務組合の取扱い） No.5

○ガス関係

民間　（北陸ガス） 　行政区域内世帯数 15,847 戸 　行政区域内世帯数 7,315 戸 一部見附市より供給を受けている。 　行政区域内世帯数 4,013 戸

　供給区域内世帯数 13,077 戸 　供給区域内世帯数 5,534 戸 　供給区域内世帯数 3,991 戸

　需要家件数 12,765 戸 　需要家件数 5,547 戸 　需要家件数 3,921 戸

　普及率 97.6 % 　普及率 100.2 % 　普及率 98.3 %

　年間販売量 11,668,830 ㎥ 　年間販売量 8,102,698 ㎥ 　年間販売量 3,597,521 ㎥

　年間購入量 11,877,805 ㎥ 　年間購入量 8,191,230 ㎥ 　年間購入量 3,647,360 ㎥

　勘定外ガス量 203,161 ㎥ 　勘定外ガス量 77,149 ㎥ 　勘定外ガス量 44,812 ㎥

　勘定外割合 1.7 % 　勘定外割合 0.9 % 　勘定外割合 1.2 %

　供給単価 87.72 円 　供給単価 73.56 円 　供給単価 103.58 円

　供給原価 82.02 円 　供給原価 69.44 円 　供給原価 91.43 円

　職員数 18 人 　職員数 17 人 　職員数 6 人

経営方式 　地方公営企業法適用 経営方式 　地方公営企業法適用 経営方式 　地方公営企業法適用

主要職員 主要職員 主要職員

①　局長、参事 ①　局長 課長、係長、主査

②　次長、課長、副参事 ②　次長、副参事

　行政区域内世帯数 1,975 戸 なし なし

　供給区域内世帯数 1,975 戸

　需要家件数 2,034 戸

　普及率 103.0 %

　年間販売量 1,511,764 ㎥

　年間購入量 2,998,777 ㎥

　勘定外ガス量 92,096 ㎥

　勘定外割合 3.1 %

　供給単価 114.84 円

　供給原価 102.97 円

　職員数 11 人

　　　※年間購入量より下は与板町を含む

経営方式 　地方公営企業法適用

主要職員

①　事務局長

②　課長

山古志村

越路町

○供給状況(平成１３年度末）

栃尾市 中之島町

○供給状況(平成１３年度末） ○供給状況(平成１３年度末）

長岡市 見附市（中之島町含む）

三島町（企業団）

○供給状況(平成１３年度末）

課題小国町

データ基準日　平成１５年２月５日

【三島町・与板町ガス企業団の取扱い】

・三島町は与板町と企業団を組織し運
営している。企業団の取扱いについて
は、構成町である三島町と与板町との
協議が必要となる。

・合併後も企業団に加盟し現状どおり
供給しても住民には支障はないが、新
市間で料金格差が生ずる。（長岡市な
ど民間企業による供給もあり、全市一
律料金は難しいため。）

【三島町・与板町ガス企業団の取扱い】

・現段階においては、構成町である三
島町と与板町において今後の方向が協
議されていないため、今後の協議の推
移を見ながら方針を決定していく必要
がある。

一部事務組合との協議が必要。

調整方針案
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⑰「町名・字名の取扱い」 

 

 
（調整方針案） 

町名・字名の取扱いについては、町名・字名の由来を考慮し、各

市町村の意向を尊重する。 

ただし、重複町名等が生じないよう調整する。 

なお、「大字」は表示しない方向で調整する。 

 

 

・資料１ 調整方針案詳細（町名・字名の取扱い）  



資料１　調整方針案詳細（町名・字名の取扱い）

○重複町名一覧

№ 市町村名 よ　み　か　た 　 № 市町村名 よ　み　か　た

長岡市 あおきまち              　 中之島町 おおあざ　ちゅうじょう

見附市 あおきまち              　 三島町 おおあざ　なかじょう

栃尾市 あさひちょう 　 越路町 おおあざ　なかざわ

長岡市 あさひまち 　 長岡市 なかざわ
栃尾市 あらまち 　 長岡市 なかざわまち

小国町 おおあざ　あらまち 　 越路町 おおあざ　なかじま

長岡市 あらまち 　 長岡市 なかじま

見附市 しんまち          　 小国町 おおあざ　なのかまち

中之島町 おおあざ　いけのしま 　 長岡市 なのかまち

見附市 いけのしままち             　 越路町 おおあざ　にしの

栃尾市 おおあざ　いずみ 　 中之島町 おおあざ　にしの

長岡市 いずみ 　 小国町 おおあざ　はら

栃尾市 おおあざ　いわの　そとしんでん 　 栃尾市 おおあざ　はら

越路町 おおあざ　いわの 　 栃尾市 はらまち

三島町 おおあざ　おおの 　 長岡市 はらまち

栃尾市 おおあざ　おおの 長岡市 ふくしままち

栃尾市 おおのまち 　 見附市 ふくじままち            

栃尾市 おおまち 　 栃尾市 おおあざ　ほんじょ

長岡市 おおまち 見附市 ほんじょ

長岡市 おおまち 　 見附市 ほんじょまち

栃尾市 おもてまち 　 栃尾市 ほんちょう

長岡市 おもてまち 　 長岡市 ほんちょう

長岡市 がつこうちょう      　 見附市 ほんまち          

見附市 がつこうちょう      　 見附市 ほんまち          

小国町 おおあざ　こぐりやま 　 長岡市 みどりちょう             

見附市 こぐりやままち           　 　 見附市 みどりちょう             

見附市 さかいまち 中之島町 おおあざ　みやうち

長岡市 さかいまち 長岡市 みやうち

栃尾市 おおあざ　しまだ 　 　 長岡市 みやうち

中之島町 おおあざ　しまだ 　 　 栃尾市 おおあざ　みやざわ

三島町 おおあざ　じょうじょう 　 三島町 おおあざ　みやざわ

長岡市 じょうじょうまち 　 長岡市 やまだ

長岡市 しょうわ 　 栃尾市 やまだちょう

見附市 しょうわまち        　

三島町 おおあざ　しんぼ 　

見附市 しんぼまち

長岡市 にいぼまち 　

長岡市 新保１～５丁目 にいぼ 　

中之島町 おおあざ　たかばたけ 　

長岡市 たかばたけまち 　

越路町 おおあざ　ちやざわ 　

小国町 おおあざ　ちやざわ 　

大字西野

大字西野

本町

青木町

青木町

大字大野

大字大野

泉１・２丁目

19
大字中条

16

大字新保

小栗山町　　　　　　

山田１～３丁目

大字宮沢

大字宮沢

宮内１～８丁目

昭和１・２丁目

新保町

28

高畑町

神保町

大字高畑

課　　題

 ・町名のうち、重複町名につ
いては解消しなければならな
い。

 ・住民との調整が必要となる｡

調整方針案

緑町１～３丁目

宮内町

大字宮内

29

30

31

緑町

大字中条

福島町

福島町

26

23

本所町

大字原

本所１・２丁目

24

25

本町

大字原

原町１～５丁目

原町１・２丁目

大字本所

大町

表町１～４丁目

表町

大字小栗山

27

大字岩野

本町１～４丁目

1

七日町

大字泉

22

学校町１・２丁目

学校町１～３丁目

新町１～３丁目 

データ基準日　平成１５年３月２４日

大字中島

町　名 町　名

21

旭町

旭町１・２丁目

新町
中沢１～４丁目

大字中沢

本町１～３丁目

20

中沢町

18

大字上条

中島１～７丁目

大字千谷沢
大字千谷沢

大字七日町

新町１～３丁目

大字新町

2

7

大野町１～４丁目

3

大字池之島

池之島町　　　　　　

6

4

5

12
坂井町

堺町

大字岩野外新田

10

9

8

大町１～３丁目

11

大町

  町名・字名の取扱いについては、町名・字名の由来を
考慮し、各市町村の意向を尊重する。
　ただし、重複町名等が生じないよう調整する。
　なお、「大字」は表示しない方向で調整する。

上条町

13

14

15
昭和町１・２丁目　　　　

17

大字島田

大字島田

山田町
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